
［ 今月のテーマ ］自転車を安全に使うために
問 市消費生活センター（谷和原庁舎１階）☎0297 ‐ 25 ‐ 3288
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Q ４月から子どもが自転車通学になります。安全に乗るため
に気を付けることはありますか。（40代女性）

　　　「アナログ戻し」の言葉に注意！
　「インターネットを利用しないのに、月々高い金額を払ってもっ
たいない。光回線をアナログ回線に戻してはどうか」と大手電話
会社の名前をかたった電話勧誘が増えています。　
　届いた契約書を見て初めて別の業者とわかり、回線を戻すため
の手続き代行の手数料だけでなく、必要もなく内容もよくわからな
い生活サポートサービスなどにオプションとして入会させられ、か
えって料金が高くなるケースが多くあります。
　勧誘する事業者は、名前をかたられた大手電話会社と関係はあ
りません。アナログ回線に戻す手続きは、必要であれば自分で電
話会社に直接申し込むことができます。「アナログに戻す」と勧誘
を受けてもすぐに判断せず、事業者名と契約内容をしっかり確認
して、慎重に検討しましょう。
　不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生
活センターへご相談ください。

A　　　自己点検をして安全に！
　自転車は便利で環境にもやさしい乗り物ですが、事故で重傷を
負ったり、他人にケガをさせてしまったりする危険性があります。
乗る前に点検を行い、交通ルールを守って安全に使用することが
大切です。
☆自己点検の合言葉は「ブ・タ・ハ・シャ・ベル」
ブ　　ブレーキはよく利きますか？
タ　　タイヤの空気は十分ですか？傷は無いですか？
ハ　　反射材は光りますか？
シャ　車体（ハンドル、サドル、ペダル、チェーン）不具合は無いですか？
ベル　ベルは鳴りますか？
　乗車中に他人にケガをさせてしまった場合に備えて、「自転車損
害賠償責任保険」などに加入しましょう。「赤色ＴＳマーク付帯保
険」を取り扱う自転車安全整備店であれば、購入した店でなくて
も点検・整備を受けて加入できます。

A

1　あなたの年齢を教えてください。
　10 代以下　　20 代　　　30 代　　　40 代

　50 代　　　60 代　　　70 代以上

2　あなたの居住地（町名）を教えて
　　ください。（例：小張、筒戸　など）

✂
広報つくばみらいアンケートに
ご協力ください！
問 伊奈庁舎秘書広報課（内線1104）

メールフォーム
はこちら

▶回答方法：以下の２種類の回答方法があります。
①市ホームページ上のメールフォーム
②回収ボックスへのアンケート用紙の投函
※この回答部分を切り取って投函してください。
▶回収ボックス設置場所：伊奈庁舎、谷和原庁舎、みらい平
市民センター、図書館（本館）、伊奈公民館、コミュニティセ
ンター（小絹・谷井田・板橋・みらい平）、きらくやまふれあ
いの丘すこやか福祉館、ボランティア市民活動センター（保
健福祉センター内）
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✂

▶補助額：整備費用の２分の１（上限３万円）
▶補助対象装置
〇急発進抑制装置…アクセルペダルの踏み間違いによる
　急発進を抑制する装置
〇対歩行者衝突被害軽減ブレーキ…歩行者の飛び出しな
　どの危険を感知し、自動ブレーキが作動する装置
▶補助要件
〇有効な運転免許証を保有し、住民登録のある 70 歳
　以上の方
〇令和３年 11 月１日以降に装置を整備し、費用の支払
　いが完了している方
〇車検証に「自家用」と記されており、所有者（使用者）
　の氏名と運転免許証の氏名が同一であること　など
▶添付書類：車検証の写し、運転免許証の写し、整備費
用などの領収書、安全運転支援装置の機能が確認できる
書類、整備前・後の写真など
詳細はホームページをご覧いただくか、防災課へお問い
合わせください。

高齢者安全運転支援装置（後付け）の
整備費を補助します
問 伊奈庁舎防災課（内線2504）

公園はルールやマナーを
守って楽しく利用しよう
問 谷和原庁舎都市計画課（内線5102）

公園は、みんなで使うものです。他の利用者の方
も気持ち良く、また近隣の方に迷惑をかけないよ
う、ルールやマナーを守って利用してください。
なお、公園を利用する際は、マスクを着用するな
ど、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力
をお願いします。

▶公園の駐車場利用について▶公園の駐車場利用について
公園利用以外での駐車はご遠慮ください。また、路公園利用以外での駐車はご遠慮ください。また、路
上駐車は近隣住民の方に大変なご迷惑となるととも上駐車は近隣住民の方に大変なご迷惑となるととも
に、非常に危険です。絶対にしないでください。に、非常に危険です。絶対にしないでください。

公園マナー啓発ポスターを掲示しました！公園マナー啓発ポスターを掲示しました！
富士見ヶ丘小学校の５、６年生が作った公園マ富士見ヶ丘小学校の５、６年生が作った公園マ
ナー啓発ポスターを、学校区内 5 カ所の公園で、ナー啓発ポスターを、学校区内 5 カ所の公園で、
3 月 31 日㈭まで掲示しました。3 月 31 日㈭まで掲示しました。
このポスター掲示は、児童自身による地域貢献や、このポスター掲示は、児童自身による地域貢献や、

「自分たちの地域、まちづくり」への意識付のきっ「自分たちの地域、まちづくり」への意識付のきっ
かけとするために、学校と PTA が企画し、市がかけとするために、学校と PTA が企画し、市が
協力したものです。協力したものです。

問 つくばみらい市役所（代表）　☎0297 ‐ 58 ‐ 211115


